
議  事  日  程 

 

 

 

平 成 ３ ０ 年  第 ７ 回 定 例 会 

７月２０日（金） 午後１時３０分 

五所川原市本庁舎３階 議会委員会室 

 

 

第１ 開会 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 会期の決定 

第４ 前回会議録の承認（第６回定例会） 

第５ 教育長の報告 

第６ 付議案件 

  １ 議案第１９号 平成３０年度五所川原市教育委員会の教育に関する事務 

の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について 

    ２ 議案第２０号 五所川原市学校林運営委員会委員の決定について 

    ３ 議案第２１号 平成３１年度使用教科用図書の採択について 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次回定例会開催予定日   平成３０年８月２０日（月） 午後１時３０分 

               五所川原市本庁舎 ３階 議会委員会室 
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１ 県費負担教職員の義務違反等に関する措置の状況について 

 

２ 問題行動で指導した児童生徒数と不登校の児童生徒数について 

 

３ 走れメロスマラソン大会について 



- 1 - 

 

議案第１９号 

 

 

   平成３０年度五所川原市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の 

点検及び評価報告書について 

 

 

 平成３０年度五所川原市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価報告書を別冊のとおり提出する。 

 

 

 平成３０年７月２０日提出 

 

五所川原市教育委員会教育長  長 尾 孝 紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、平成３０年度五所

川原市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書につ

いて、五所川原市議会に提出し公表するため、提案するものである。 
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議案第２０号 

 

 

五所川原市学校林運営委員会委員の決定について 

 

 

次の者を五所川原市学校林運営委員会委員として決定したいので、教育委員会の同意を

求める。 

 

 

  平成３０年７月２０日提出 

 

五所川原市教育委員会教育長  長 尾 孝 紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  五所川原市通学校林設置条例第５条第の規定により、五所川原市学校林運営委員会委

員の決定について同意を求めるため提案するものである。 
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○五所川原市学校林設置条例 

平成17年３月28日五所川原市条例第86号 

五所川原市学校林設置条例 

（設置） 

第１条 学校経営に必要な基本財産の造成を図り、あわせて児童生徒の林業教育の向上及び森林資

源の培養に資することを目的として、五所川原市学校林（以下「学校林」という。）を設置する。 

（学校林に供する土地） 

第２条 学校林の土地は、市有地を充てるものとする。 

２ 市有地を共用する学校林は、市長と教育委員会の協議により、その土地の面積及び造林期間を

定めるものとする。 

３ 市有地以外の林野に学校林を造成する必要がある場合には、分収造林及び財産区の契約による

ものとする。 

（分収歩合） 

第３条 分収造林及び財産区による学校林の収益の分収歩合は、前条第３項の契約により定めるも

のとする。 

（収益） 

第４条 学校林から生ずる収益は、市の収入とし、第２条第１項による場合の収益についてはその

10分の７、第２条第３項による場合の収益についてはその全額を、学校林を造成した学校の施設

その他経費に充てるものとする。 

（学校林運営委員会） 

第５条 教育委員会は、必要に応じ、学校林運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置くこ

とができる。 

２ 運営委員会の委員（以下「委員」という。）の定数は、10人以内とする。 

３ 委員は、学校林の経営計画の樹立及び実施の方針を決定するための調査及び審査を行うものと

する。 

４ 委員は、無報酬とし、その任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

（植栽及び伐採の決定） 

第６条 学校林の植栽及び伐採については、教育委員会が運営委員会と協議して決定するものとす

る。 

（学校林台帳） 

第７条 教育委員会は、学校林台帳及び植栽図を備え、学校林に係る次に掲げる事項を記載してお

かなければならない。 

(１) 所在地及び面積 

(２) 植栽樹種、本数、植栽年月日及び伐期 

(３) 補植、間伐及び主伐の年月日 

(４) 学校林の設定年月日、土地所有者氏名、分収歩合及び契約期間 

(５) 経営管理の経過及びこれに従事した児童生徒数等 

(６) 経営管理に関する経理事項 

(７) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、学校林の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年３月28日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校林設置条例（昭和34年五所川原市条例第25号）

又は学校部分林設定条例（昭和41年市浦村条例第51号）の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

参考資料（議案第２０号） 


